
大津市保育内容充実支援事業費補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、保育所等の設置者（国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）が保育所等において実施

する保育及び教育の内容及び環境の充実に寄与する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助

金を交付し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 保育所等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定

こども園法」という。）第３条第１１項の規定による公示がされたものを除く。）及び認定こども園法第

２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。 

 ⑵ 常勤職員 保育所等に勤務する保育士、保育教諭その他の職員であって、補助対象年度の初日（当該

保育所等が補助対象年度の中途に開設されたものである場合は、当該開設の日）におけるその者の勤務

形態が次のいずれにも該当するものをいう。 

  ア １日の勤務時間が６時間以上であること。 

  イ １か月の勤務日数が２０日以上であること。 

 ⑶ 公定価格等 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、

特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成２７年内閣府告示第 

４９号。以下「算定基準」という。）第１条第１２号に規定する公定価格（同条第１１号ハ又は二に掲

げる者の場合にあっては、本市の保育所等の認可基準に係る保育士の人数に基に算定基準の例より算出

した額）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による大津市保育内容充実支援事業費補助金（別表の１の項に掲げる事業に係る補助金に

限る。）の交付を受けることができる者は、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する

会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）の規定により株式

会社として存続しているものを含む。以下「株式会社等」という。）以外の保育所等の設置者（前年度の

資金収支計算書、財務諸表その他これらに類する書類において、人件費に係る支出額（本市から人件費に

係る補助金を受けている場合にあっては当該補助金の額を除き、保育所等に従事する職員の一部を委託し、

又は派遣によって配置している場合にあっては当該委託費（給食等の提供に係る委託にあっては、人件費

相当額に限る。）又は派遣を受けるのに要する経費を含む。）を公定価格等で除して得た数値が０.７２を

下回る保育所等の設置者を除く。）とする。 

２ この要綱による大津市保育内容充実支援事業費補助金（別表の２の項に掲げる事業に係る補助金に限

る。）の交付を受けることができる者は、株式会社等の保育所等の設置者とする。 

（補助事業等） 

第４条 この要綱による大津市保育内容充実支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象とな

る事業及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。 

（交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規定に

より市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付申請書（様

式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと



認めたときは、添付を省略することができる。 

 ⑴ 事業計画書兼経費明細書 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

（決定通知書） 

第６条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定通知書（様

式第２号）により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付申請棄却（却下）決

定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第７条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定取消通知書

（様式第４号）又は大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により行う

ものとする。 

（補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第８条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市保育内容充

実支援事業費補助事業変更承認申請書（様式第６号）又は大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃

止）承認申請書（様式第７号）とする。 

２ 前項の大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認申請書には、変更に係る事業計画書を添付しな

ければならない。 

（承認通知書等） 

第９条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認決定通

知書（様式第８号）若しくは大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式

第９号）又は大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１０

号）若しくは大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書（様

式第１１号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第１０条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市保育内容充実支

援事業費補助事業実績報告書（様式第１２号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと

認めたときは、添付を省略することができる。 

 ⑴ 事業報告書兼経費明細書 

 ⑵ 補助対象経費の支出の事実及び支出した金額を証する書類 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

（確定通知書） 

第１１条 規則第１５条の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助金確定通知書（様式第 

１３号）により行うものとする。 

（交付請求書） 

第１２条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市保育内容

充実支援事業費補助金交付請求書（様式第１４号）とする。 

（事前交付請求に係る交付請求書） 

第１３条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければならない交 

付請求書は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付請求書（様式第１５号）とする。 



（取消通知書） 

第１４条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定取消通

知書（様式第１６号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１５条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市保育内容充実支援事業費補助金返還通知

書（様式第１７号）により行うものとする。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助金の交付を受けた者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る消費税等仕入控除税額があることが確定した場合は、速やかに市長に報告し、当該仕入控除税

額に相当する額を市に返納しなければならない。 

（帳簿の備付け） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後５年間、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿を備え付けておかなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１６条及び第１７条の規定は、同項に定める日後も、なおその効力を有す

る。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 

附 則  

 この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年３月３１日から施

行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表（第４条関係） 

補助事業及び補助対象経費 補助金の額 

１ 運営充実事業 

保育所等の運営に要する経費

として次に掲げるもの（他の補助

金の交付の対象となるものを除

く。） 

⑴ 備品及び消耗品の購入経費 

 ⑵ 施設の新築・増改築及び修繕

に係る費用又はその償還に係

る経費 

 ⑶ 人件費 

 ⑷ 研修に係る経費 

 ⑸ 求人活動等に要した経費 

 ⑹ 送迎用駐車場用地の賃借料 

 ⑺ 委託費 

補助対象年度の１０月１日時点の利用児童数に応じ、次に掲げ

るところにより算出した額に４月から翌３月までの間の開所月数

を乗じて得た額の合計額又は補助対象経費の実支出額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）のいず

れか低い額とする。ただし、滋賀県健康福祉サービス評価システ

ム推進事業実施要綱（平成１７年１２月制定）の規定に基づき認

証を受けた第三者評価機関（以下「第三者評価機関」という。）か

ら滋賀県保育所サービス評価基準に基づく評価を受け、その評価

結果を公表している場合は、５年間に限り、当該額に年額 

１００，０００円を加算するものとする。 

⑴ ０歳児の利用児童数に４，０００円を乗じて得た額 

⑵ １歳児及び２歳児の利用児童数に３，０００円 を乗じて

得た額 

⑶ ３歳児以上の利用児童数に２，０００円を乗じて得た額 

２ 教育等充実事業 

職場における課題の解決又は

保育若しくは教育の内容の充実

に資する研修又は研究活動を促

進するための事業に要する経費

として次に掲げるもの（他の補助

金の交付の対象となるものを除

く。） 

 ⑴ 講師謝礼、研修等に必要な教

材、参考書等の購入費用等 

 ⑵ 外部の研修会等に参加する

ための参加負担金、交通費、資

料代等 

 常勤職員の数に８，０００円（当該保育所等が補助対象年度の

中途に開設されたものである場合は、６６０円に開設月数（当該

月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。）を乗じて得た額）を乗じて得た額又は補助対

象経費の実支出額（その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）のいずれか低い額とする。ただし、第三者

評価機関から滋賀県保育所サービス評価基準に基づく評価を受

け、その評価結果を公表している場合は、５年間に限り、年額 

１００，０００円を加算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名                

 

 

 大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市保育内容充実支援事業費補助金の交付につい

て次のとおり申請します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容  

補助事業の経費所要額 円   

交 付 申 請 額 

（ 内 訳 ） 

 

                          円   

 

補助事業の着手予定年月日 

及 び 完 了 予 定 年 月 日 

着 手       年     月     日 

完 了       年     月     日 



添 付 書 類 事業計画書兼経費明細書 



様式第２号（第６条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市保育内容充実支援事業費補助金の交付について、次の

とおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容 
交付申請書記載のとおり 

ただし、    については、    とする。 

交 付 決 定 金 額 円   

交 付 条 件 

⑴ 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受ける

こと。 

⑶ 補助事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を

受けること。 

⑷ 前各号に違反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を命じ

ることがある。 

⑸  第三者評価機関から滋賀県保育所サービス評価基準に基づく

評価を受け、その評価結果を公表している場合の加算については

評価結果の公表から５年を限度とする。 

（注） 補助事業の目的及び内容の項のただし書については、大津市補助金等交付規則第５条第２項の規定

により補助金交付申請に係る事項について修正を加えた場合に記載する。 



様式第３号（第６条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市保育内容充実支援事業費補助金について、次のとおり

交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容 交付申請書記載のとおり 

交 付 申 請 金 額 円   

交 付 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定取消通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育内容充実支援事業費補助

金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知

します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

取 消 金 額 円   

取消し後の交付決定金額 円   

取 消 し を し た 理 由  

 



様式第５号（第７条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定変更通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育内容充実支援事業費補助

金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知し

ます。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

決定内容又はこれに付 

した条件を変更する内容 
 

変 更 を し た 理 由  

 



様式第６号（第８条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市保育内容充実支援

事業費補助事業の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次のとおり申

請します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の変更の内容 円   

変 更 す る 理 由  

変 更 の 年 月 日    年     月     日 

添 付 書 類  

 



様式第７号（第８条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市保育内容充実支援

事業費補助事業の中止（廃止）の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次の

とおり申請します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

中止（廃止）する理由  

中止（廃止）の年月日    年     月     日 

添 付 書 類  

 



様式第８号（第９条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育内容充実支援事

業費補助事業の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の規定によ

り通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

承 認 し た 変 更 内 容  

承認に係る事業の変更年月日 年     月     日 

 



様式第９号（第９条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃止）承認決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育内容充実支援事

業費補助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の

規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

中止（廃止）の承認年月日 年     月     日 

 



様式第１０号（第９条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育内容充実支援事

業費補助事業の変更について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第１３条

第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の変更の内容  

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第１１号（第９条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育内容充実支援事

業費補助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規則

第１３条第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第１２号（第１０条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助事業実績報告書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市保育内容充実支援

事業費補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

補助事業の着手年月日 

及 び 完 了 年 月 日 

着 手       年     月     日 

完 了       年     月     日 

交 付 決 定 金 額 円   

補 助 金 の 既 交 付 金 額 円   

補助事業の経費精算額 

（ 補 助 対 象 金 額 ） 
円   

添 付 書 類 
⑴ 事業報告書兼経費明細書 

⑵ 補助対象経費の支出の事実及び支出した金額を証する書類 

 



様式第１３号（第１１条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金確定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育内容充実支援事

業費補助事業について、次のとおり大津市保育内容充実支援事業費補助金の額を確定したので大津市補助金

等交付規則第１５条の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額                         円   

補助事業の経費精算額 

（ 補 助 対 象 金 額 ） 
                        円   

交 付 確 定 金 額                         円   

 



様式第１４号（第１２条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名              ㊞ 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の確定のあった大津市保育内容充実支援事業費補

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 確 定 金 額 円   

交 付 請 求 金 額 円   

添 付 書 類  

 



様式第１５号（第１３条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名              ㊞ 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定のあった大津市保育内容充実支援事業費補

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり事前に一括（分割）して交

付を請求します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

補 助 金 を 事 前 交 付 

請 求 す る 理 由 
 

補 助 金 の 既 交 付 金 額    円   

交 付 請 求 金 額 円   

添 付 書 類  

 



様式第１６号（第１４条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金交付決定取消通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育内容充実支援事業費補助

金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条第４項の規定により通

知します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交付決定（確定）金額                         円   

取 消 金 額                         円   

取消し後の交付決定（確定）金額                         円   

取 消 し を し た 理 由  

 

 



様式第１７号（第１５条関係） 

 

大津市保育内容充実支援事業費補助金返還通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育内容充実支援事業費補助

金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還を請求します。 

 

返 還 金  円   

返 還 理 由  

返 還 期 限    年     月     日 まで 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育内容充実支援事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額                         円   

補 助 金 の 既 交 付 金 額 

及 び 交 付 年 月 日 

円   

   年     月     日 

交 付 確 定 金 額                         円   

（注） 別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第１項の規定によ

り交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されないときは、延滞金を納付しな

ければなりません。 


